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実施概要



3地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰制度関連実施事業

2018年7月3日に閣議決定された第５次エネルギー基本計画では、「再生可能エネルギーの主力電源化」を目
指すことが明確化され、中長期的には、「再エネ」を他の電源と比較して競争力ある水準までのコスト低減とFIT制
度からの自立化を図り、日本のエネルギー供給の一翼を担う長期安定的な主力電源にしていくこととなったことを受
け、今後より地域共生に取り組む優良な再エネ事業を適切に評価し、普及促進することを目的として、顕彰する制
度を創設するために本施策を実施。再生可能エネルギーの更なる導入拡大に向けては、再エネ事業が地元に受け
入れられ、地域に定着することが重要と考え。再エネ事業において、地域が恩恵を感じられる取組、地域共生の取
組を実施し効果を図り、地域と共生するための優良な取組を実施している再エネ事業を「地域共生再エネ」として
顕彰し、広く世の中に伝え地域共生再エネの取組を普及拡大に努めた。

【目的】

（１）有識者会議の開催

【実施内容一覧】

・制度検討委員会で決定したスキームを基に、公募要領を作成
・公募要領は顕彰WEBサイトで公開し、ダウンロードできるようにした

・「制度検討委員会」と「審査委員会」の２つの委員会で構成
・委員の選定にあたっては「地域共生型再エネ事業顕彰制度検討会」のメ
ンバーを基本とし、中立的な立場での審査等が行われることを前提とした

・事務局にてスキーム案を検討し2回開催した制度検討委員会に諮った
・地域共生の在り方は、その地域によって異なるため、市区町村も連携
市区町村として登録を必須とした
・知見の獲得のため、R3年度は年間40件程度の顕彰とした

（２）長期で継続することを
前提とした事業スキームの詳細検討

（３）公募要領の作成

（１０）令和4年度以降の
改善点に関する検討

・委員や事業者、市区町村等から次年度の対するご意見をいただいた
・次年度以降は頂いた内容をベースに検討すべきである

（４）応募申請書類の作成

（５）審査基準の作成

（６）運営事務 ・事務局用メールアドレスを作成し、メールベースで問合せ対応を行った
・平日10:00～17:00をベースに稼働量に応じて柔軟な対応を行った

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

・申請数の増加、申請コストの削減、申請者の作業軽減、申請書類の
入力コスト削減を念頭に置き、制作した
・経済産業省ウェブサイトガイドラインに準拠したホームページを制作した

（８）ロゴマークの運用 ・商標権等の知的財産権調査等を適切に行い、使用可能性を調査した
商標出願等の不正利用を防止する対策を講じるための支援をおこない、ロ
ゴマークの利用規約を作成した

（９）顕彰制度の普及・広報
・チラシの制作、ENEX2022への出展、事例集の作成を行った
・各広報媒体は使用用途をはっきりさせ実用的になるよう心掛けた

・制度検討委員会で決定したスキームを基に、審査要綱を作成
・申請書類は顕彰WEBサイトで公開し、ダウンロードできるようにした

・制度検討委員会で決定したスキームを基に、申請書類を作成
・申請書類は顕彰WEBサイトで公開し、ダウンロードできるようにした
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実施内容



（１）有識者会議の開催
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（１）有識者会議の開催

■役割
有識者会議は、①「制度検討委員会」と②「審査委員会」の２つの委員会で構成。
①「制度検討委員会」は制度のスキームや審査基準の検討、次年度以降の制度検討を行うことが目的
②「審査委員会」は申請があった事業について採択の可否を審査することを目的
上記２つの委員会を設置した。

■委員選定
有識者会議の委員については、中立的な立場での審査等が行われることを前提としてメンバー選定を行っ
た。
①制度検討委員会：13名
②審査委員会委員：8名

【概要】
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（１）有識者会議の開催

■開催回数・日時
制度検討委員会を２回、審査委員会を１回、計３回有識者会議を開催。
開催日時は以下の通り。

＜制度検討委員会＞
①第1回：令和3年6月17 日(火) 15:30-17:30
②第2回：令和３年7月7日(水) ※書面開催

＜審査委員会＞
③令和4年１月18日 10:00-12:00
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（１）有識者会議の開催

【第1回制度検討委員会】

■開催日時
令和3年6月17 日(火) 15:30-17:30

■開催方式
Microsoft Teamsによるオンラインミーティング

■実施概要
７月下旬の第１回公募開始に向けて、詳細な執行スキームについて議論した。

■議事次第
1.有識者会議(制度検討委員会・審査委員会)の役割、構成委員の紹介
2.議事の進め方の確認
3.事業執行スキームの検討
（１）制度検討委員会の目的
（２）昨年度の振り返り
（３）想定スケジュール
（４）執行スキームの全体像
（５）申請
（６）市区町村による評価
（７）審査
（８）顕彰の位置付け
（附録）委員会終了後のご意見
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（１）有識者会議の開催

【第２回制度検討委員会】

■開催日時
令和３年7月7日(水) 

■開催方式
メールベースでの書面開催

■実施概要
第1回制度検討委員会の議論を踏まえ、制度のスキーム等を委員に確認、改めて意見をいただいた。
またその意見を踏まえ、公募に関する各種資料への反映をした。

■議事次第
1. 事業執行スキームの検討
（１） 指摘事項に対する対応
（２） 顕彰の規約
（３） 顕彰のフォローアップ方法
（４） 審査要綱
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（１）有識者会議の開催

【審査委員会】

■開催日時
令和4年１月18日(火)10:00-12:30 

■開催方式
Microsoft Teamsによるオンラインミーティング

■実施概要
第1回公募と第2回公募の申請について、事前に書面審査していただいた内容をまとめた事務局作成の評
価表を基に、審査委員に議論いただき「顕彰事業」として採択・不採択を選定した。

■議事次第
１. 資源エネルギー庁新エネルギーシステム課より挨拶
２． 審査委員の紹介
３． 審査
（１）審査委員会の進め方について
（２）個別審査（採択・不採択事業の決定）
４． 今後のスケジュールの確認
５． 委員長及び委員からの総括コメント



（２）長期で継続することを
前提とした事業スキームの詳細検討



12地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰制度関連実施事業

スキーム検討にあたっては、公募開始前に資源エネルギー庁と協議の上、事務局にてスキーム案を検討し
2回開催した制度検討委員会に諮った。
オンライン形式で開催した第1回制度検討委員会では、 検討したスキーム案を検討委員の方々に議論い
ただき、ご意見をいただいた。
書面形式で開催した第2回制度検討委員会では、第1回制度検討委員会にて委員からいただいた意見
を基に、事務局内で案を再検討し、再度検討案を諮った。
2回の制度検討委員会を経て、公募要領や顕彰の規約等各種資料への反映を行い、公募のベースとなる
スキームが決定した。

【概要】

（２）長期で継続することを
前提とした事業スキームの詳細検討

【スキームの内容】

１.事業の目的
再生可能エネルギーの一層の導入に向けては、再エネ事業が地元に受け入れられ、地域に定着すること

が重要である。そのためには、再エネ事業において、地域の雇用や産業の創出、観光振興、まちづくり、災害
時の電力供給など、地域に裨益し、地域と共生する取組を実施していくことが効果的と考えられる。そこで、
本事業「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰事業」では、地域との共生を図りつつ、地域における再
生可能エネルギーの導入に取り組む優良な事業に対して、「地域共生マーク」を付与し顕彰することで、地域
と共生した再生可能エネルギー事業の普及・促進を図ることを目的とする。

２.申請要件
【申請者の要件】

（１）代表申請者となる申請者は、「申請事業の要件」に定める事業を実施する者であること。
（２）共同申請者となる申請者は、「申請事業の要件」に定める事業を実施する者、又は当該事業の実
施を支援する者であること
（３）複数の者が共同で「申請事業の要件」に定める事業を実施する場合は、当該複数の者の全てが申
請者となること。
（４）日本国内において法人格を有する者であること（自治体及び自治体が出資する事業者を含む）
（５）本事業の目的を理解し、これに賛同する者であること。
（６）本事業の円滑な運営のため、事務局からの照会等に誠実に対応できる者であること。
（７）経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられた者でないこと。
（８）違法行為を行っている、又は暴力団等の反社会的勢力と関係している等、事務局が社会通念等に
照らして不適当であると判断する者でないこと。

【申請事業の要件】
（１）再生可能エネルギーによる発電設備、再生可能エネルギーによる熱供給設備又はその両方を使用し
て、再生可能エネルギーによる電気、再生可能エネルギーによる熱又はその両方を供給する事業であること（
再生可能エネルギーと他のエネルギーとを組み合わせる場合を含む）。
（２）設備の安全性が確保されているとともに、当該事業についての住民理解を得ている事業であること。
（３）地域に貢献する事業であり、地域共生再エネ3要件（「地域社会の産業基盤の構築」「災害時の
安定供給の確保」「長期的な事業実行計画」）の少なくともいずれかの趣旨に沿ったものであること。
＜参考：地域共生再エネ3要件の趣旨に沿っていると考えられる事業の例＞
・再生可能エネルギーを活用した地域マイクログリッドにより災害時のエネルギーの供給を可能とする
・太陽光発電の自立運転機能により災害時に近隣への電力の供給を可能とする
・森林資源を利用したバイオマス発電事業において、卒FIT後の長期的な事業計画を策定し、雇用創出
や地域への利益還元を行う
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（４）申請事業が６ヶ月以上の実績を有していること。
（５）申請事業が関連する市区町村が、〇月〇日【公募〆切＋促しに要する期間を考慮した日】の時点
で本事業の協賛市区町村として登録していること（関連する市区町村とは、申請事業における再エネ発
電設備、再エネ熱供給設備又はその両方が設置されている市区町村とし、当該市区町村が複数ある場
合には、該当する全ての市区町村とする）。

（６）申請事業において違法行為が行われている、申請事業に暴力団等の反社会的勢力が関係している
等、事務局が社会通念等に照らして不適当であると判断する事業でないこと。

【申請要件に関する留意事項】
・申請要件を明らかに満たさないと判断される申請については、受理しないことがある。
・申請後に申請要件を満たさなくなった場合、申請要件を満たさないことが判明した場合、又は虚偽の申
請内容が明らかとなった場合等は、申請受理後又は審査委員会による審査開始後であっても審査対象
外とすることがある。

３.対象となる再生可能エネルギーの例
①太陽エネルギー（太陽光発電、太陽熱利用）
②風力発電
③水力発電
④地熱発電
⑤バイオマスエネルギー（バイオマス発電、バイオマス熱利用）
⑥雪氷熱利用
⑦地中熱利用
⑧温度差熱利用
⑨その他再生可能エネルギー（海洋温度差発電、波力発電、潮汐・潮流発電など）

４.市区町村による評価
本事業では、資源エネルギー庁の公募に対して申請者が事業単位で応募し、資源エネルギー庁が組織
する審査委員会において、採択の可否を審査する。
その際、望ましい地域共生の在り方は地域によって異なること、及び申請事業が地域と共生しているか否
かについては、当該事業が関連する市区町村の意見を考慮することが重要であることから、審査の一環と
して、関連する市区町村には、申請事業についての評価コメントの作成と提出を依頼する。

（２）長期で継続することを
前提とした事業スキームの詳細検討

【スキームの内容】
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本事業の趣旨に賛同する市区町村には、予め協賛市区町村として事務局に登録することとする。評価コ
メントの作成は、事務局から協賛市区町村に対して依頼する。なお、申請事業が関連する市区町村が
協賛市区町村に登録していることが、申請要件となる。登録に際しては、申請事業を審査するための指
標である「地域共生再エネ３要件」について、地域のニーズを踏まえて各要件の配点比率を指定すること
とする。

（２）長期で継続することを
前提とした事業スキームの詳細検討

５.申請手続き
（１）申請受付期間令和３年７月●日（▲）～８月●日（▲）（正午必着）
（２）申請書類の提出方法 提出は電子メールでの受付のみとする。申請書の電子ファイルに必要事項を
記入の上、事務局のメールアドレス宛てに提出する。
提出する際は、申請書類をそれぞれPDF化したファイルを提出する。また、申請書様式としてダウンロードし
た編集可能な形式（Microsoft Word・Microsoft Excel・Microsoft PowerPoint）も併せて送付
する。

（３）申請書記載上の注意事項
・申請事業名称：申請事業に関する内容を簡潔に表現する名称とすること。
・共同申請：複数の者が共同で申請する場合は、事務局との連絡窓口となる代表として1者を決め、「
代表」と「共同」それぞれの企業・団体概要と連絡先等を記入すること。
・申請者連絡先：担当者の記入欄には、事務局から申請の内容について問合せを行う場合に対応する
連絡先を記入すること。
・申請受領後に事務局から、申請事業が関連する市区町村に対して評価の依頼を行うため、申請時に
関連する市区町村が本事業の協賛市区町村として登録していない場合には、申請前に事務局に相談す
ること。
・申請後に、申請要件を満たさなくなった場合、又は申請要件を満たさないことが判明した場合は、速や
かに事務局に報告すること。
・申請事業において、申請書に記載した内容の変更や、地域住民との紛争等、事業の実施に係る問題
が発生した場合は、速やかに事務局に報告すること。（報告フォームについては今後事務局にて検討予
定）

【スキームの内容】
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６.申請・審査の流れ
①申請者は、申請書を地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰事務局に電子メールで提出する。
②事務局は、受領確認のメールを返送する。
③事務局は、事前審査（申請要件の充足確認）を行う。要件不充足の場合は申請者に連絡して補正
を促す。それでもなお不充足の場合は不受理とする。
④事務局は、③と並行して方式審査（申請書の記載内容の形式チェック）を行う。不備がある場合は申
請者に連絡して修正を促す。それでもなお不備が残る場合は不受理とする。
⑤事務局は、③、④と並行して「関連する市区町村」の記載の妥当性を確認する。妥当でない場合は申
請者に連絡して修正を促す。それでもなお妥当な市区町村が記載されない場合は不受理とする。
⑥事務局は、③、④、⑤を通過した申請について、「関連する市区町村」が本事業の協賛市区町村として
登録しているかを確認し、登録していない場合には、事務局から当該市区町村に対して登録を促す。それ
でもなお登録されない場合は不受理とする。
⑦事務局は、③～⑥において不受理となった申請について、申請者、及び関連する市区町村に理由を付
して不受理を通知する。
⑧事務局は、③～⑥を経た不備のない申請について受理し、関連する市区町村に評価（コメント）を依
頼する。評価（コメント）は、市区町村が把握している事実（客観）、及び顕彰についての意見（主観
）の記載を依頼する。
⑨関連する市区町村は評価（コメント）を行い、事務局に返送する。なお、評価項目の一部又は全部に
ついて、「評価不能」とすることも可とするが、空欄にはせず、「判断に必要な情報が不十分のため回答不
可」等、判断できない理由の記載を前提とする。
⑩事務局は、申請書、関連する市区町村からの評価（コメント）結果、及び書類審査用資料を合わせ
て、審査委員に書面審査を依頼する。なお関連する市区町村の評価において評価項目の一部又は全
部について、「評価不能」または「空欄」があった場合にも審査する。
⑪審査委員は、書面審査を行い申請毎に採点を行うと共に、ヒアリング事項を事務局に提出する。審査
委員からの直接ヒアリングを希望する場合は、その旨を事務局へ申告する。
⑫事務局は、審査委員からのヒアリング事項を集約し、申請者にヒアリングを行う。ヒアリング結果は集約し
て審査委員に報告する。
⑬審査委員から直接ヒアリングを希望された申請者へのヒアリングを、事務局担当者同席のもと実施し、ヒ
アリング内容（録画した動画等）は全審査委員へ報告する。
⑭審査委員は、ヒアリング結果を踏まえて採点の修正を行う。
⑮事務局は、審査委員会を開催する。
⑯審査委員会は、「採択の可否」について審査し、審査結果を事務局に報告する。
⑰事務局は申請者に審査結果を通知する。採択、不採択共に理由を付記する。不採択となった場合は、
関連する市区町村にも通知する。
⑱採択となった申請者は、顕彰の規約に同意する。
⑲事務局は、申請者が規約に同意した申請事業に対して顕彰を行うことを決定し、地域共生マークを付
与する。併せて関連する市区町村に顕彰された旨を連絡する。

（２）長期で継続することを
前提とした事業スキームの詳細検討

【スキームの内容】
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７.審査について
（１）審査方法学識経験者等から構成される「審査委員会」を設置し、次の手順で厳正に審査する。
①書類審査下記評価項目や関連する市区町村から提出される評価（コメント）を踏まえて審査する。
②ヒアリング書類審査の結果、審査委員から出された質問事項を申請者へヒアリングし、その回答内容を
踏まえて再度審査する。
③審査委員会書類審査・ヒアリング結果を踏まえて、総合的に評価し、採択を決定する。

（２）評価項目
「地域共生再エネ3要件」、「安全性」、「住民理解」、「事業性、持続性」、「モデル性」、「新規性」の観
点から総合的に評価する。地域共生再エネ3要件の評価においては、協賛市区町村が登録時に地域ニ
ーズに基づいて設定した配点比率をそのまま適用する。

（２）長期で継続することを
前提とした事業スキームの詳細検討

８.審査結果の発表
・審査結果については、決定後速やかに申請者に通知する。不採択となった場合にも、その旨を通知する。
採択、不採択は理由を付記して通知するが、理由付記の内容を超える理由、審査内容及び経過につい
ての問い合わせには応じない。

【スキームの内容】
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９.顕彰の実施・地域共生マークの付与
・採択となった事業は、顕彰後の取扱い（有効期間、取消条件、地域共生マークの取扱い等）を定めた
顕彰に関する規約に同意することにより、顕彰を受ける。
・顕彰事業については、経済産業省資源エネルギー庁のホームページ等の広報資料において紹介する。公
開内容については事前に申請者と調整を行う。
・顕彰事業には地域共生マークを付与する。

１０.顕彰事業者の定期報告義務および顕彰可否判定
顕彰事業者は顕彰を受けた翌年度以降の各年度末までに、顕彰事業の以下３項目について事務局へ
定期報告を行うものとする。（報告フォームについては今後検討予定）
・事業内容（変更有無/変更内容（使用する再生可能エネルギーの追加・削除等））
・申請者情報（変更有無/変更内容（代表または共同申請者の変更、共同申請者の追加・削除等

）
・協賛市区町村(変更有無/変更内容（協賛市区町村の追加・削除等）)顕彰事業者からの報告に

、顕彰可否に影響する内容が含まれると事務局が判断した場合には、以下対応を実施する。
①協賛市区町村への再評価を依頼する。
②直近で開催される審査委員会に諮り、顕彰可否の再判定を依頼する。

尚、協賛市区町村による顕彰事業への評価に変更が生じた場合には、いつでも協賛市区町村から事
務局宛に報告することを可能とする。事務局は協賛市区町村からの報告内容に、顕彰可否に影響す
る内容が含まれるかを速やかに判断し、特に申告対象の事業が顕彰事業に相応しくないと判断した場
合には、顕彰を取り消すことが可能とする。

（２）長期で継続することを
前提とした事業スキームの詳細検討

【スキームの内容】

＜スキーム概要フロー＞



（３）公募要領の作成
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（３）公募要領の作成

・制度検討委員会で決定したスキームを基に、下記の通り公募要領を作成
・公募要領は顕彰WEBサイトで公開し、ダウンロードできるようにした
・自治体も本事業に連携市区町村として登録が必要なことから、自治体向けのガイドラインも別途作成

【概要】

【公募要領の内容】
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【公募要領の内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）



39地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰制度関連実施事業

（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）
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（３）公募要領の作成

【自治体向けガイドラインの内容】（続き）



（４）応募申請書類の作成
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（４）応募申請書類の作成

・制度検討委員会で決定したスキームを基に、下記の通り申請書類を作成
・申請書類は顕彰WEBサイトで公開し、ダウンロードできるようにした
・申請書類は審査委員が分かりやすいよう、申請概要書も別途作成
・併せて申請者の虚偽報告があった場合に備え、誓約書も別途作成
・自治体も本事業に連携市区町村として登録が必要なことから、自治体向けの申請書も別途作成

【概要】

【申請書類の内容】

（様式１）申請者概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 申請日：令和　３年　　月　　日 

株式会社ジェイアール東日本企画
地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰事務局　宛て

事業者名

責任者役職・氏名

１．  申請事業概要　※必須項目

※¹

【電気】

直近6カ月 再エネ比率

〇〇年〇月 500 ｋWh ｋWh 60%

〇〇年〇月 600 ｋWh ｋWh 67%

〇〇年〇月 550 ｋWh ｋWh 55%

〇〇年〇月 650 ｋWh ｋWh 62%

〇〇年〇月 700 ｋWh ｋWh 50%

〇〇年〇月 480 ｋWh ｋWh 63%

【熱】

直近6カ月 再エネ比率

〇〇年〇月 500 GJ GJ 60%

〇〇年〇月 600 GJ GJ 67%

〇〇年〇月 550 GJ GJ 55%

〇〇年〇月 650 GJ GJ 62%

〇〇年〇月 700 GJ GJ 50%

〇〇年〇月 480 GJ GJ 63%

資本金 E-mail

従業員数 TEL

法人番号 FAX
〒 URL

＜申請者様へのお願い＞
※様式1～2の記入内容の赤字は【記入例】です。
　 記入いただく際は削除の上、黒字にてご記入ください。

（７）申請事業の規模 敷地面積〇〇〇㎢、事業費〇億円、雇用人数〇人

（４）再エネ設備所在地

※この欄には所在地を記載し、設置された設備の位置がわかる地図等を添付してください。

【所在地】

申請者概要

【記入例】株式会社　〇〇〇〇〇〇〇

担当者氏名・連絡先等

（６）申請事業の実施地域 ○○市、〇〇市

代
表
申
請
者

【申請者】
・　「代表申請者」は本申請において各申請者を代表する者を定め、記載してください。
・ 責任者の役職及び氏名を記載してください。事務局との窓口になるご担当者様のお名前は、＜２．申請者概要＞に記載してください。
・複数の者が共同で申請する場合は、「様式１－１_共同申請者一覧」に共同申請者の情報を記載し提出してください。

記入内容に関する説明事項

【申請者】　※必須項目

「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰」に下記の事業を申請します。※必須項目

※¹当該事業における直近6カ月の再エネ比率について、下記に記入してください

【記入例】山間未利用材を利用した木質バイオマス発電と温排水を活用したハウス栽培

【記入例】株式会社　〇〇〇〇〇〇〇

令和３年度 地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰
申請書

代表申請者
【記入例】代表取締役社長　〇〇　〇〇

【申請事業名称】
・申請事業を簡潔に表現する名称としてくだい。
・本事業における顕彰結果の公表、及び広報活動等においては、原則として本欄に記載された申請事業名称を使用します。

申請事業名称

（３）再エネ設備詳細

400

350

300

総発電量
（再エネ以外含む）

再エネ設置発電量

300

400

300

総発電量
（再エネ以外含む）

再エネ設置発電量

300

400

（２）再エネ種別②

300

350

再エネ種別を選択してください。（※複数ある場合）

（１）再エネ種別①

（２）再エネ設備名称

氏名

部署

400

300

２．    申請者概要　※必須項目

再エネ種別を選択してください。

（５）申請事業の実施期間 　　　　　　年　　月　　日　　～　　現在 実績年数：　　　　年　　　カ月

業種

事業概要

【記入例】バイオマス熱電供給設備

役職

事業者名

【記入例】出力：〇〇〇kW、熱供給量：〇〇〇MJ、敷地面積〇〇ｍ２、〇年〇月運転開始、系統連系あ
り、自家消費あり（自家消費率〇％）、蓄電池（〇kW、〇kWh）併設
※外観写真を添付してください

住所

【２．申請者概要】
・複数の事業者が共同で申請する場合のみ、「様式１－１_共同申請者一覧」に共同申請者情報を記載し、提出してください。
・自治体が申請者となる場合、業種・事業概要・資本金・従業員数の項目は記載不要です。
・「業種」には公募要領に記載の「資料1　日本標準産業分類」に掲載されている名称にて記載してください。
　業種が2種以上に該当する場合、主たる業種を一つ選択して記載してください。
・「資本金」、「従業員数」には、「令和〇年〇月現在」等、いつの情報かわかるよう記載してください。
・「法人番号」は13桁で記載してください。
・「氏名」、「E-mail」、「TEL」、「FAX」には事務局からの連絡に対応可能である連絡先を記載してください。
・「URL」には会社HP（申請者が自治体の場合は市区町村HP）等を記載してください。
・「住所」には事務局からの連絡に対応する担当者が所属する事業所等の所在地を記載してください。

【１．申請事業概要】
（１）再エネ種別
・申請事業にて、使用している再エネ発電設備または再エネ熱供給設備の再エネ種別を、下記から選択し、〇を付けてください。⑨の場合は再エネ名称を記載してください（複数選択
可）。
①太陽エネルギー（太陽光発電、太陽熱利用）　②風力発電　③水力発電　④地熱発電　⑤バイオマスエネルギー（バイオマス発電、バイオマス熱利用）　⑥雪氷熱利用　⑦地中熱利
用　⑧温度差熱利用　⑨その他再生可能エネルギー（海洋温度差発電、波力発電、潮汐・潮流発電など）

（２）再エネ設備名称
・申請事業にて、再エネを供給している発電設備または熱供給設備の名称を記載してください。
・複数の再エネ設備がある場合は、（２）の欄を複数作成して、全てについて記載してください（以下、（３）、（４）についても同様）。なお、多数の小規模な設備をまとめて運用している
等、個別に記載することが困難である場合は、その旨がわかるように全体をまとめて記載してください。

（３）再エネ設備詳細
・申請事業にて、再エネを供給している発電設備または熱供給設備の詳細を記載してください。具体的には、設備容量（ｋW、ＭＪ等）、敷地面積、運転開始年月、系統連系の有無、自
家消費の有無、自家消費率、蓄電池等の付帯設備の有無等について記載してください。

（４）再エネ設備所在地
・申請事業にて、再エネを供給している発電設備または熱供給設備の所在地を記載してください。
・添付資料として、再エネ設備所在地周辺の地図を添付してください。

（５）申請事業の実施期間
・申請事業の実施期間を記載してください。

（６）申請事業の実施地域
・申請事業を実施している地域を、市区町村単位で記載してください。ここでいう「申請事業を実施」とは、再エネ設備の所在地のみならず、電力の小売供給をしている需要家の所在範
囲、地域共生の取組みを実施している範囲等も含め、事業全体として実施しているといえる地域を記載してください。

（７）申請事業の規模
・敷地面積、事業費、雇用人数等を記載してください。

外観写真

地図等

＜様式１_申請書（申請者概要）＞
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

４．  その他　※必須項目／任意項目

認定の有無

受給の有無

参加の有無

表彰等の有無

許認可の有無

５．  確認事項　※必須項目

【４．その他】
■FIT認定
※FIT認定の有無、内容（有の場合）は、必須項目となります。
※FIT認定の有無は、顕彰事業の公表時に併せて公表されます。
・「認定の有無」には、申請事業におけるFIT認定の有無について当てはまる方に〇をつけてください。
・FIT認定有の場合のみ、「内容」欄に記載してください。設備ID、発電事業者名、認定年月日等を記載していただき、FIT認定の根拠資料として、FIT認定を受けたことを示す書類を別
途添付してください。

■補助金受給
・「受給の有無」には、申請事業が現在又は過去に国又は地方公共団体の補助金等を受給していたかについて、当てはまる方に〇をつけてください。
・補助金受給有の場合のみ、「補助金名称」欄に正式名称を記載してください。補助金受給の根拠資料として、対象の交付決定通知書等を別途添付してください。

■実証事業等参加
・「参加の有無」には、申請事業が現在又は過去に国又は地方公共団体の実証事業等に参加していたかについて、当てはまる方に〇をつけてください。
・参加有の場合のみ、「実証事業内容」欄に概要を簡潔に記載してください。実証事業参加の根拠資料として、実証事業に参加したことを示す書類を別途添付してください。

■過去の受賞歴
・「表彰の有無」には申請事業が民間表彰や自治体からの認定等含め、表彰や認定等を取得しているかについて、当てはまる方に〇をつけてください。
・表彰等有の場合のみ、「表彰等内容」に表彰又は認定等の概要、及び実績を簡潔に記載してください。表彰の根拠資料として、表彰されたことを示す書類を別途添付してください。

■許認可等の取得状況
・「許認可の有無」には申請事業が環境影響評価、開発許可、条例に定められた認可等、申請事業に関連する許認可を取得しているかについて、当てはまる方に〇をつけてください。
・許認可有の場合のみ、「許認可の取得状況」欄に経緯や取得時期を記載してください。

②【記入例】0123-45-6789市区町村担当者部署名 連絡先

有・無をプルダウンよりご選択ください。

【記入例】令和〇年度〇〇〇アワード表彰　〇〇賞受賞（主催：〇〇〇省）

FIT認定※
内容

補助金受給
補助金名称

有・無をプルダウンよりご選択ください。

【記入例】令和〇年度　〇〇省　再エネ〇〇構築補助金

【記入例】設備ID:000000　　発電事業者名：㈱〇〇〇　認定日：〇年〇月〇日

【３．関連する市区町村】
・申請事業の再エネ発電設備・再エネ熱供給設備等が設置されている市区町村を記載してください。
・市区町村が複数にまたがる場合には、すべての市区町村名を記載してください。

・市区町村の担当者等と情報共有、相談等のやり取りの実績がある場合、「市区町村担当者部署名」及び「連絡先」を記載してください。上記以外の場合は空欄としてください。
・「連絡先」にはメールアドレスを記載してください。メールアドレスが不明である場合は担当部署の電話番号を記載してください。
・関連する市区町村が4つ以上の場合は、欄を増やして、すべての記載してください。

３．申請書に記載した内容の変更、申請事業に関わる新たな事象等が発生した場合は、事務局へ報告することに同意します。

【５．確認事項】
・内容を確認のうえ、同意する場合はチェックしてください。１つでもチェックされていない場合は申請を受理できません。

許認可の取得状況

許認可等の
取得状況

１．記載内容に虚偽の内容はありません。仮に、虚偽の記載内容が判明した場合は、申請不受理又は顕彰取消となることに同
意します。

２．申請の受理、不受理を問わず、本申請書類のうち様式１、様式１－１、様式１－２、様式２、別紙１に記載した内容について、
顕彰事業事務局が関連する市区町村に対して情報提供することに同意します。

有・無をプルダウンよりご選択ください。

【記入例】
・「森林における開発許可等手続き」（森林法）　　〇〇年〇月　〇〇県知事許可取得

①【記入例】〇〇市産業課　〇〇　様 ①【記入例】abcd@efg.lg.jp

有・無をプルダウンよりご選択ください。

関連する市区町村名称

【記入例】
①〇〇〇市
②〇〇〇村
③〇〇〇村

３．  関連する市区町村　※必須項目／任意項目

②【記入例】〇〇村企画振興課　〇〇　様

実証事業等
参加 実証事業内容

有・無をプルダウンよりご選択ください。

【記入例】令和〇年度　〇〇省　再エネを活用したレジリエンス構築FS事業

過去の受賞
歴 表彰等内容

＜様式１_申請書（申請者概要）＞
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

＜様式１－１_共同申請者一覧（共同申請の場合のみ）＞

（様式１－１）共同申請者一覧

事業者名

代表者役職・氏名

事業者名

代表者役職・氏名

事業者名

代表者役職・氏名

事業者名

代表者役職・氏名

事業者名

代表者役職・氏名

事業者名

代表者役職・氏名

事業者名

代表者役職・氏名

事業者名

代表者役職・氏名

共同１

共同２

申請事業にて共同申請する場合、下記共同申請者を記載してください。

※記載欄が足りない場合は、事務局までご連絡ください。

【共同申請者】　※共同申請の場合必須項目

代表申請者名 【記入例】株式会社　〇〇〇〇〇〇〇

申請事業名称 【記入例】山間未利用材を利用した木質バイオマス発電と温排水を活用したハウス栽培

共同７

共同８

共同３

共同４

共同５

共同６
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

＜様式１－１_共同申請者一覧（共同申請の場合のみ）＞

資本金 E-mail

従業員数 TEL

法人番号 FAX
〒 URL

資本金 E-mail
従業員数 TEL
法人番号 FAX
〒 URL

資本金 E-mail
従業員数 TEL
法人番号 FAX
〒 URL

資本金 E-mail

従業員数 TEL

法人番号 FAX
〒 URL

１．    共同申請者概要　※共同申請の場合必須項目
申請者概要 担当者氏名・連絡先等

共
同
　
１

事業者名 0
担当者
氏名

業種 部署

事業概要 役職

部署

事業概要 役職

住所

事業者名 0
担当者
氏名

業種

共
同
　
３

事業者名 0
担当者
氏名

業種

共
同
　
２

部署

事業概要 役職

住所

住所

共
同
　
４

事業者名 0
担当者
氏名

業種 部署

事業概要

住所

役職
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

＜様式１－１_共同申請者一覧（共同申請の場合のみ）＞

資本金 E-mail
従業員数 TEL
法人番号 FAX
〒 URL

資本金 E-mail
従業員数 TEL
法人番号 FAX
〒 URL

資本金 E-mail

従業員数 TEL

法人番号 FAX
〒 URL

資本金 E-mail
従業員数 TEL
法人番号 FAX
〒 URL

共
同
　
５

事業者名 0
担当者
氏名

業種 部署

事業概要

住所

役職

共
同
　
６

事業者名 0
担当者
氏名

業種 部署

事業概要

住所

役職

共
同
　
７

事業者名 0
担当者
氏名

業種 部署

事業概要

住所

役職

共
同
　
８

事業者名 0
担当者
氏名

業種 部署

事業概要

住所

役職
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

＜様式１－２ 実施体制図（共同申請の場合のみ）＞

（様式１－２）実施体制図

例）

代表申請者との関係

共同出資者

委託先

１．    実施体制図
申請事業における全ての申請者を役割がわかるように表や図を用いて記載してください。

事業者名

●●電力

●●電機

申請事業に関わる業務の範囲

発電設備の一部を所有。

事業運用の●●部を実施。

事業運用のファイナンスを担当。金融支援●●信用金庫

申請事業にて共同申請する場合、下記実施体制図を記載してください。　※共同申請の場合必須項目

代表申請者名 【記入例】株式会社　〇〇〇〇〇〇〇

申請事業名称 【記入例】山間未利用材を利用した木質バイオマス発電と温排水を活用したハウス栽培

申請事業者

●●電機

●●電力

●●信用金庫
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

＜様式２_申請書（申請内容説明書） ＞

（様式２）申請内容説明書

【連携市区町村に記載いただきたい内容】
・申請者の記載内容も参考に、把握している客観的事実についてご記載ください。
・該当する客観的事実を把握していない場合は、その旨をご記載ください。

市区町村
コメント
記入欄

１－３．【長期的な事業実行計画】 　※必須項目
【記入例】
　地元の〇〇町における森林整備事業（植林計画）と連動した事業展開を予定しており、毎年一定量の山間未利用材が産出されることから、長期わ
たる事業展開が可能となっている。〇〇町バイオマス資源有効活用推進協議会との長期連携協定（〇〇年）を締結しており、長期間にわたる山間未
利用材の収集が約束されている。（未利用材（間伐材）供給量：○○T/年）
　FIT終了後は、相対契約での売電を予定しており、すでに地元内外の民間事業者と仮契約を締結している。ただし、災害時には防災拠点への電力
供給を優先させることとなっている。

申請事業名称

代表申請者名 【記入例】株式会社　〇〇〇〇〇〇〇

【連携市区町村に記載いただきたい内容】
・申請者の記載内容も参考に、把握している客観的事実についてご記載ください。
・該当する客観的事実を把握していない場合は、その旨をご記載ください。

１．  申請内容説明書
（１） 概要説明　※必須項目

客観的事実

【記入例】
〇〇地域で地域団体と協力し、〇〇という取り組みを実施している。

客観的事実

【記入例】
当市（〇〇市）と災害時の対応に関する〇〇協定を締結している。
年〇回の防災訓練に参加し、エネルギー供給手順について確認している。

客観的事実

【記入例】
HPの経営計画に長期的な事業継続の方針が示されている。
FIT制度による買取期間終了後〇年間の事業計画について当市（〇〇市）も報告を受けている。

１－２．【災害時の安定供給の確保】　※必須項目
【記入例】
　災害等の停電時には、地域防災拠点である公民館に非常用電源として電力を
供給できるシステムを構築している。
　供給電力：最大〇〇〇ｋWh（AC100Vで供給）
　
　さらに、〇〇バイオマス発電所においても、災害時等でも発電所の安定運転継
続するために、非常用電源としてディーゼル発電機（○○ｋW）を設置している。

市区町村
コメント
記入欄

市区町村
コメント
記入欄

【記入例】山間未利用材を利用した木質バイオマス発電と温排水を活用したハウス栽培

記入内容に関するポイント

【記載いただきたい内容】
下記を参考に、申請事業の全体概要を説明する内容を簡潔にまとめて記入ください。
・申請事業を実施するに至った経緯（背景や動機、目的など）
・申請事業の内容（「（２）詳細説明」に記載する内容を要約する形で記入してください）
・申請事業を説明する図や写真（事業の状況や特徴を示す模式図やグラフ、イラスト、写真など）
・再エネ設備の詳細、非再エネ設備の詳細
・自治体等との連携状況（協定等の有無）
・地域における受けとめられ方（地元の評価、地元における報道ぶり等）
等

（２） 詳細説明
※各評価項目に従って、申請事業がどのように寄与しているか、取組内容を記載すること。

１．地域共生再エネ３要件
１－１．【地域社会の産業基盤の構築】　※必須項目
【記入例】
　〇〇バイオマス発電所を産業の軸とし、間伐材の切り出し、運送業、ペレット製造など、発電事業に関連する様々な事業と雇用を創出した。
　町内に豊富にある森林資源の有効活用を希望する地元自治体の要望、事業採算性の低い山林保全事業の採算性向上、冬季にのみ利用されがち
である木質バイオマス燃料の通年利用による地産地消のエネルギー利用の確立など地域で抱える課題を解決する手段として地域密着型バイオマス
発電事業を実施した。
　さらに、発電施設から排出される高温の蒸気を真水で冷却し、温水トマトハウス栽培農家に供給。温水の供給により、トマト栽培が通年で可能となり、
出荷増大（売上向上）と通年雇用が増大した。
　・年間発電量：○○〇〇〇ｋWh
　・雇用創出：○○名
　・トマト栽培効果：出荷量〇〇％アップ

１．地域共生事業の概要
【記入例】
　㈱〇〇産業は、地元の自治体である〇〇町と地元の林業、森林組合の協力の下、平成〇〇年に〇〇バイオマス発電所プロジェクトを立ち上げた。
　㈱〇〇産業は、平成○○年より○○県○○町で木質ペレットを製造を開始し、地域の間伐材等の未利用材を活用し、地産地消のエネルギー生産
に寄与してきた。
　地元の〇〇町でも、「〇〇バイオマスタウン構想」（平成〇〇年～）を策定し、豊富な森林資源を活用し、木質バイオマスを燃料とした電気利用を推
進したいという意向を持っており、本事業の開始に至った。
　原材料調達、ペレット製造、発電の全てを町内で行うことによって地域の雇用創出や林業の活性化、山林の保全促進など、成果を地域に還元でき
るスキームを構築した。
　本事業ではバイオマス発電による電気の販売に加えて、温排水を近隣のトマト栽培農家に供給している。また、温排気を原材料の木材乾燥にも利
用している。
　災害等の停電時には、地域の防災拠点となる公民館に非常用電気を供給できるシステムを構築している。
　本事業では、再エネ設備として木質バイオマス発電機○基（出力：○○◯ｋW、熱供給量：○○◯MJ）が稼働中であり、再エネ以外の設備として非常
用ディーゼル発電機１基（出力：○○ｋW）がある。
　本事業が立地する〇〇市との関係においては、〇〇協定を締結し、災害時の電力供給等について合意している。
　また、本事業は地元市において〇〇という特集に取り上げられるなど、地域における評価も高い。

【申請者に記載いただきたい内容】
下記を参考に、できるだけ数値や実績等に基づいてご記入ください。計画等については、その内容につ
いてできるだけ具体的に記載ください。
・申請事業の経済的な貢献について
　地域での雇用や調達、関連産業の創出・発展といった経済的な貢献をしている取組み内容

・申請事業の社会的な貢献について
　事業収益の地域還元、地域インフラ整備又は環境整備の促進、公共サービスの充実化、人材育成又
は教育への寄与、環境意識の醸成、まちづくり推進、文化芸能の育成といった社会的な貢献をしている
取組み内容

・わかりやすく説明するために必要な図、グラフ、イラスト、写真等があれば添付ください。

【連携市区町村に記載いただきたい内容】
・申請者の記載内容も参考に、把握している客観的事実についてご記載ください。
・該当する客観的事実を把握していない場合は、その旨をご記載ください。

【記載いただきたい内容】
下記を参考に、できるだけ数値や実績等に基づいてご記入ください。計画等については、その内容につ
いてできるだけ具体的に記載ください。
・申請事業の災害時の対応について
　災害、停電時における地域への電気や熱等の供給計画(公共施設、避難所等への供給を計画している
場合は、その旨を具体的に記載ください）。

・災害時対応のための設備等の構成について
　電力供給のための自営線、熱導管、蓄電システムなど、災害対応に資する設備構成

・申請事業の更なるBCP対策について
　災害、停電時における申請事業の事業継続のための工夫や取組み内容

・わかりやすく説明するために必要な図、グラフ、イラスト、写真等があれば添付ください。

【記載いただきたい内容】
下記を参考に、できるだけ数値や実績等に基づいてご記入ください。計画等については、その内容につ
いてできるだけ具体的に記載ください。
・申請事業の長期的な事業継続について
　長期的な事業継続の方針や、それを見据えた取組み内容

・申請事業のFIT後の稼働継続について（FIT制度による売電事業）
　FIT制度による売電を行っている事業については、FIT制度による売電終了後の稼働継続の方針やそ
れを見据えた取組み内容

・長期的な事業計画により創出される効果
　事業計画を策定することで創出される地域貢献等を検討している場合は具体的に記入ください。

・わかりやすく説明するために必要な図、グラフ、イラスト、写真等があれば添付ください。

・申請代表者名ならびに申請事業名称は「（様式１）申請者概要」の記載内容が自動で反映されます。

施設写真 事業スキーム図

システム系統図
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

＜様式２_申請書（申請内容説明書） ＞

【記載いただきたい内容】
下記を参考に、できるだけ数値や実績等に基づいてご記入ください。計画等については、その内容につ
いてできるだけ具体的に記載ください。
・申請事業の法律等に定められた安全対策について
　安全・立地に係る関係法令等や、「事業計画策定ガイドライン」に記載された安全対策の実施状況

・申請事業の更なる自主的な安全対策について
　上記以外で更なる安全性確保のための自主的な工夫や取組み内容（その目的や効果、内容などをで
きるだけ具体的に記入ください）

・わかりやすく説明するために必要な図、グラフ、イラスト、写真等があれば添付ください。

【連携市区町村に記載いただきたい内容】
・申請者の記載内容も参考に、把握している客観的事実についてご記載ください。
・該当する客観的事実を把握していない場合は、その旨をご記載ください。

【記載いただきたい内容】
下記を参考に、できるだけ数値や実績等に基づいてご記入ください。計画等については、その内容につ
いてできるだけ具体的に記載ください。
・申請事業の周辺住民の理解状況について
　申請事業が周辺住民の理解が得られていることを示す内容や状況、地元における評価や報道ぶりなど

・申請事業者行った住民理解対策について
　住民理解を得るために申請事業者が実施した工夫や取組み内容（住民説明会や交流機会の設置な
ど）

・わかりやすく説明するために必要な図、グラフ、イラスト、写真等があれば添付ください。

【連携市区町村に記載いただきたい内容】
・申請者の記載内容も参考に、把握している客観的事実についてご記載ください。
・該当する客観的事実を把握していない場合は、その旨をご記載ください。

【記載いただきたい内容】
下記を参考に、できるだけ数値や実績等に基づいてご記入ください。計画等については、その内容につ
いてできるだけ具体的に記載ください。
・地域のゼロカーボン化推進への貢献について
　当該事業をモデルとして、他の地域におけるゼロカーボン化推進への展開となるポイント

・横展開に資するモデル性について
　当該事業をモデルとして、他地域において横展開可能となるポイント

・これまでの横展開の実績
　 すでに他地域で横展開されている場合は、事業名や事業者名等を記入ください。

・わかりやすく説明するために必要な図、グラフ、イラスト、写真等があれば添付ください。

【記載いただきたい内容】
下記を参考に、できるだけ数値や実績等に基づいてご記入ください。計画等については、その内容につ
いてできるだけ具体的に記載ください。
・申請事業及び申請事業者の事業性について
　今後事業を継続する上での主要な事業環境（リソースの調達・確保、主商材の販売、及び事業収益と関
連の強い物価等）の見通し、事業性および持続性の向上を図るうえで特筆すべきポイント

・わかりやすく説明するために必要な図、グラフ、イラスト、写真等があれば添付ください。

４．事業性・持続性　※任意項目
【記入例】
　木材については、本プロジェクトが始まった時より、森林組合と契約し原材料の貯木を開始している。原材料であるバイオマス材の取扱量が増え、買
取り価格が、本プロジェクト前には1㎥=〇〇〇〇円であったものが、プロジェクト発表後には1㎥=〇〇〇〇円となり、大きな成果を上げている。本プロ
ジェクトにおいては、山主から1t=〇〇〇〇円にて安定した買取りを実現している。
　発電所の運転実績としては、累計売電量○○○○〇〇〇kWh、稼働率〇〇.〇％を達成し、好調である。
　熱供給についても、近隣の温水トマトハウス栽培農家から安定した需要があり、供給を続けている。

５．モデル性　※任意項目
【記入例】
　素材生産事業者、原木市場、運送事業者等事業に参画する事業者がいずれも地元民間事業者であり、地元に確実にお金が還流する持続的な仕
組みを構築している。
　本プロジェクトのような発電所が中心となって地域経済を回しつつ地域の環境保全にも寄与するといったスタイルの事業は、森林資源の豊かな地域
での横展開が十分可能である。リソースの問題もあるが、地方の経済は流入より流出の方が多い傾向にあるため、地域密着産業にする事によって地
方の財源を流出させない強いまちづくりが可能となる。「小規模」「地方有利」「地域密着」この3点を主軸に積極的な普及を考えている。
　また、〇〇町が〇〇年に策定した「2050カーボンニュートラル宣言」の実現に向けて、包括連携協定を締結し、CO₂の削減に協力している。当該事
業の推進により、年間〇〇tのCO₂を削減している。

【記載いただきたい内容】
下記を参考に、できるだけ数値や実績等に基づいてご記入ください。計画等については、その内容につ
いてできるだけ具体的に記載ください。
・申請事業の新規性・独創性について
　従来の事例と比較して先行した、あるいは独創性のある取組み（事業スキーム、地域との連携、革新的
な技術の活用普及活動等）や新技術等の内容

・出願中の知的財産権等について
　特許等を出願している新技術等についての内容

・わかりやすく説明するために必要な図、グラフ、イラスト、写真等があれば添付ください。

２．安全性　※必須項目
【記入例】
　FIT制度の認定を受けるにあたり、経済産業省資源エネルギー庁が定める「事業計画策定ガイドライン」に沿って、安全対策を実施している。
 　ガイドラインの遵守事項に則して設備を囲う柵を設置しているが、さらに安全性を高めるために柵の外周に緩衝帯を設け、植林などを施すことで不
用意に施設に近寄れいないよう対策を講じている。
　事業開始以来、災害や事故の発生はない。

市区町村
コメント
記入欄

客観的事実

【記入例】
安全対策について、申請者から詳細な説明を受けている。
これまでに事故等が発生したという情報は把握していない。

客観的事実

【記入例】
住民説明会を開催し、地域住民の理解を得ている。

６．新規性　※任意項目
【記入例】
　地域密着型の事業として、地元自治体と協力して「地域の山を所有する会社や個人から不要な木材を買い取るプロジェクト」を実施している。これ
は、地域の方々に原料となる木を持ってきてもらい、その場で買取りを行うもので、現金と地域通貨券で支払いを行い、地元の協賛店舗等で地域通
貨を使用することで、地域経済の循環にも一役買っている。このプロジェクトには、平成〇〇年度で〇〇〇kg（〇〇人）の木材が提供され、本プロジェ
クトでペレット化し、発電及び熱利用で有効活用している。
　このようなスキームは他に例をみないものであり、本事業には新規性がある。

カーボンニュートラル実現に向けた
定量的な効果について

【記入例】
　・CO₂削減効果　〇〇t/年
　・電力量削減効果 〇〇kWh/年

３．住民理解　※必須項目
【記入例】
　計画段階から、〇〇町役場との関係強化を図り、町民への積極的な説明や情報提
供を行うことで、一定の住民理解を得ている。
　（計画時の住民説明会開催回数　◯回／年）
　発電設備運転開始時より、住民および関係への見学会等を実施しており、継続的
な情報提供・住民理解を図っている。
　（見学会の実施　〇〇回／年　これまでのべ　〇〇〇人参加）
　教育機関からの訪問を積極的に受け入れており、地元雇用の促進を含め、積極的
に情報提供している。
（児童・生徒による見学会　◯回／年　これまでのべ　〇〇〇人参加）

市区町村
コメント
記入欄

住民説明会・見学会写真

発電量や稼働率のグラフ（計画値と実績比較）損益計画やキャッシュフロー計画のグラフ
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

＜（別紙1）事業概要書＞
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

＜（別紙2）誓約書＞
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（４）応募申請書類の作成

【申請書類の内容】（続き）

＜（別紙2）誓約書＞
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（４）応募申請書類の作成

【自治体向けの申請書の内容】

＜連携市区町村登録申請書＞

【記入情報の公開について】

以下の二つの観点で、各項目の公開可否をプルダウンリストから選択してください。

　　① 顕彰WEBサイトのリスト上に掲載し一般に公開してよいか

　　② 申請者、申請予定者等から事務局あてに問い合わせがあった場合に伝達してよいか

＊いずれも「不可」とした場合、記入いただいた情報は、原則として事務局からのご連絡にのみ使用いたします。

＊公開必須とする項目、及び必ず非公開とする項目は、プルダウンから選択できないようになっています。

下記内容にて連携市区町村への登録を申請いたします。

＊太枠内をご記入ください。任意記入以外の項目は全てご記入ください。

①WEBサイト掲載
による一般公開

②問い合わせが
あった場合の伝達

ふりがな

ふりがな

選択してください 選択してください

令和３年度地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰
連携市区町村　登録申請書

FAX
（任意記入）

連絡先

公開必須

非公開

非公開

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

ご担当者氏名

TEL

メール
アドレス

令和　　　　　３年　　　　　　月　　　　　　日

〒

市区町村名

担当部署名

URL（任意記入）

担当部署所在地



（５）審査基準の作成
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（５）審査基準の作成

・制度検討委員会で決定したスキームを基に、下記の通り審査要綱を作成
・申請書類は顕彰WEBサイトで公開し、ダウンロードできるようにした

【概要】

【審査基準の内容】

＜審査要綱＞
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（５）審査基準の作成

【審査基準の内容】（続き）

＜審査要綱（公開パート）＞
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（５）審査基準の作成

【審査基準の内容】（続き）

＜審査要綱（公開パート）＞
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（５）審査基準の作成

【審査基準の内容】（続き）

＜審査要綱（公開パート）＞
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（５）審査基準の作成

【審査基準の内容】（続き）

＜審査要綱（公開パート）＞
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（５）審査基準の作成

【審査基準の内容】（続き）

＜審査要綱（公開パート）＞
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・本事業の推進のために、「地域共生再エネ顕彰事務局」として事務局を設置
・事務局への問い合わせ先として事務局用メールアドレスを作成し、メールベースで問合せ対応等を行った
・稼働時間は平日10:00～17:00をベースに稼働量に応じて柔軟な対応を行った
・セキュリティ対策及び更新を都度実施のうえ、随時情報の安全かつ確実な共有を図り、タイムラグの無い
迅速な対応を行った

【概要】

【事務局の運営内容】

■１．制度構築
１．１．資料の作成
事業の目的、申請要件、対象となる再生可能エネルギー種別、市区町村評価、申請の手続き、審査の
流れ、審査方法、地域共生マークの付与について等、本事業の大元となる土台を作成した。
作業の流れとしては、昨年度検討された内容や確定事項を記載し、要検討や未確定事項については事
務局案を追記。
記載した内容で資源エネルギー庁と協議し、今年度の内容を詰めた。

１．２．公募資料の作成
「説明資料」で作成した内容を各公募資料に落とし込み、詳細を詰めていく。

主な作成書類は下記の通り。
・公募要領
・申請書類
様式１ 申請者概要
様式１－１ 共同申請者一覧
様式１ー２ 実施体制図
様式２ 申請内容説明書
別紙１ 事業概要書
別紙２ 誓約書
・審査要綱
・市区町村向けガイドライン
・顕彰の規約

■２．WEBサイトの制作
２．１．ティザーサイト
地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰の事前告知サイト。
募集時期や評価項目である「地域共生再エネ3要件」の説明、応募資格、対象となるエネルギー分野

を掲載し、公募に関する問い合わせに対応するためのWEBサイト。

２．２．市区町村登録サイト
公募開始前に連携市区町村として登録を促すためのサイト。
登録に必要な情報を記入して市区町村に送付してもらう「連携市区町村登録申請書」、登録されている
市区町村情報を掲載した「連携市区町村一覧」、本事業における市区町村の役割や登録方法等を記
載した「市区町村ガイドライン」を掲載した。
「連携市区町村一覧」は原則、毎日更新とした。
問い合わせが多く届きそうな内容については「よくある質問（QA）」を作成して併せて掲載した。
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２．３．公募サイト
公募期間を設定し、地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰への申請者を募るサイト。
事業全体のスケジュール、審査項目等を掲載し、「１．２．公募資料の作成」で記載した書類一式を掲
載した。
問い合わせ数が多く届きそうな内容については「よくある質問（QA）」を作成して合わせて掲載した。
公募期間中は申請件数がわかるよう「申請状況」も掲載し、原則、毎日更新とした。
１次公募、1次公募終わり、2次公募、2次公募終わり、顕彰事業者決定、事例集掲載のタイミングで
WEBサイトの校正を行った。

■３．委員会の運営
３．１．委員就任について
制度検討委員会、申請書類の審査、審査委員会を委員に依頼するにあたり、書類作成、送付を行った。

「有識者会議 謝金・旅費の取り決め」
有識者の定義、各業務の単価、支払い方法や支給条件等を記載した書類。

「委員就任依頼書、承諾書」
委員に就任を依頼する書類と委員から承諾を得るための書類。
就任依頼書には依頼内容や期日、規定に基づく支払いをする旨を記載し、承諾書には承諾する旨と謝
金の振込口座を記載してもらい、押印不要なためメールで返信してもらった。

「就任を依頼する際の概要説明資料」
新規で本事業に委員就任を依頼する際、有識者会議の概要について説明するための書類。

「制度検討委員会の規約・審査委員会の規約」
各委員会の設置について、必要事項をまとめた書類。
委員会の目的や成立条件、委員長について等を記載した。

３．２．制度検討委員会
事業のスキームや審査基準の検討、次年度以降の事業検討を目的とした委員会。
予め、昨年度の検討委員から挙げられた提案や要望を基に、事務局にて事業スキーム案や審査基準案を
作成し、資源エネルギー庁と確認を行った。
その後、制度検討委員会前に各委員への事前レクチャーを実施した。事前レクチャーの内容は、制度検
討委員会の概要説明と当日使用するメイン資料の説明。委員からは制度検討委員会当日までに確認
しておきたい質問事項等を挙げてもらった。

３．３．審査委員会
応募された申請書類を審査委員が書類審査した内容を基に、事務局にて「申請事業の評価一覧」を作
成し、審査基準を定めた「審査委員会の進め方」の内容に沿って、採択・不採択事業を選定していくことを
目的とした委員会。
審査委員会当日をスムーズ進行するために事前レクチャーを実施し、審査委員会の概要説明と「審査委
員会の進め方」の説明を実施した。
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■４．申請受付、審査フロー
４．１．連携市区町村登録フロー
連携市区町村の登録フローは、令和3年度事業のスキームでは下記2種がある。

（１）市区町村がHPを閲覧し、「連携市区町村登録申請書」をダウンロードして事務局宛に送付
（２）事業者から応募があり、応募事業者地域の市区町村が未登録の場合、事務局より登録勧奨を
し、「連携市区町村登録申請書」を提出してもらう。

●パターン（１）の登録手順
送付された「連携市区町村登録申請書」を受領後、不備チェックをした。
問題ない場合、登録情報を「連携市区町村一覧」に反映後、資源エネルギー庁に連携して、WEBサイ
トを更新してもらった。
不備があった場合、市区町村に修正依頼をした。修正版の提出があれば前述の通り対応、修正版の

提出がない場合、締切時点で一度だけリマインドし、修正版の提出があれば前述の通り対応した。
それでも提出がない場合は登録不可とした。

●パターン（２）の登録手順
事業者から申請書類を受領後、申請書類に記載の市区町村名が「連携市区町村一覧」に登録して

あるかを事務局にて確認。
登録がない場合は、申請書類に記載のある市区町村へ連絡をし、事業の大枠を説明した。
連携市区町村として登録いただける場合は、HPより「連携市区町村登録申請書」をダウンロードしても

らい、事務局へ提出してもらった。その後はパターン（１）と同行程。
担当者への取次が不可な場合や、担当者が事業概要の説明を受けても登録の意思がない場合は登

録不可とした。
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４．２．審査フロー
事業者から申請書類が提出された後の審査フローは下記の通り。

４．２．１．事務局による事前審査
公募期間中に事業者より応募があった場合、事務局にて1次返信後、方式審査を実施した。
※方式審査とは、申請要件の充足確認や記載内容の形式チェックを指す。
方式審査の際は、「事務局審査チェック表」を用いて各項目のチェックを実施する。
不備がある場合は修正を依頼し、ない場合は【４．２．２．連携市区町村からの評価コメント】の通り
進めた。
方式審査の際に、申請書の【関連する市区町村欄】に記載されている市区町村名が「連携市区町村一
覧」に掲載されているかも確認した。掲載されていない場合は【４．１．連携市区町村登録フロー】に記
載の通り対応した。
方式審査の完了と共に、「申請事業進捗管理表」に進捗や申請書類情報を記載した。
また、事業者からの応募件数については、「申請状況」に記載後、重エネルギー庁に連携し、原則毎日
WEBサイトにて更新した。

４．２．２．連携市区町村からの評価コメント
事務局での方式審査完了後、市区町村へ評価コメントの依頼をした。
評価コメントを記載してもらう項目は【地域共生再エネ3要件、安全性、住民理解】の5項目。
※詳細は「市区町村向けガイドライン」を参照。
評価項目の一部又は全部について、【評価不能】とすることも可とするが、空欄にはせず、【判断に必要な
情報が不十分のため回答不可】等の理由は記載してもらった。

４．２．３．書類審査、ヒアリング
連携市区町村から評価コメントを受領後、申請数にもよるが2回程度に分けて申請書類を審査委員に
送付した。
申請書類を送付する際、「委員評価表」も合わせて送付し、採点及びコメントを記載してもらった。
「委員評価表」にヒアリング項目があるため、申請書類だけでは判断できない場合等、事業者に問い合わ
せたい内容を記載してもらった。
ヒアリングは、①事務局からのメールヒアリング、②オンラインヒアリングの2パターンから委員に選んでもらった
。
各委員から「委員評価表」を受領した後、事業者ごとにヒアリング内容を纏め、回答依頼をしｔ。全事業
者からヒアリングの回答を受け、ヒアリング結果を纏めた「ヒアリング結果一覧」を作成した。
「ヒアリング結果一覧」を各委員に送付し、再評価の依頼をする。再評価した委員、しなかった委員どちら
からも返信をもらい、審査基準に基づいた「申請事業の評価一覧」を作成した。
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■５．審査後の対応
５．１．採択・不採択
審査委員会で採択・不採択が確定した事業者に対して、「採択通知書」、「不採択通知書」を送付した
。
採択理由、不採択理由は評価の結果に合わせて定型文のみを記載。理由の問い合わせがあった場合も
原則応じない対応とした。
採択事業者に対しては、先行してメール本文のみで採択内定の連絡をした。
採択内定連絡の際、「規約の同意書」を合わせて送付し、「顕彰の規約」の内容を確認して同意した事
業者にのみ採択通知書を送付した。

５．２．顕彰、地域共生マーク付与
顕彰事業として決定された事業は、資源エネルギー庁の顕彰 WEB サイトで公表した。
「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰一覧」において、都道府県名、市区町村名、事業者名、事
業名、顕彰年月、最終更新年月、URL、取消/失効の年月（取消や失効があった場合）について公表
した。
顕彰事業公表のタイミングで顕彰事業者に地域共生マークを付与した。

５．３．事例集
顕彰事業者の事例を資源エネルギー庁のWEBサイトで公開した。
内容としては、顕彰事業の概要、地域再エネ3要件の取組、顕彰事業者からのコメントの3項目、写真を
掲載した。
顕彰事業者のコメント以外は、申請書から事務局にて抜粋して「事例集用ヒアリングシート」に記載した。
地域再エネ3要件の取組は、採択時の評価によって抜粋する要件を決めた。

■６．その他の対応
６．１．フライヤー
主に市区町村に対して個別にアプローチをする際に使用するチラシを制作。
地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰の概要と申請のSTEPを記載し、全体像が大ま
かにわかるようにした。

６．２．展示会の企画運営
脱炭素・エネルギー総合展の【EXEX】に出展。
再エネ顕彰制度や再エネへの取組を周知することを目的とした広報活動の一環で、掲載用パネルや配布
用チラシをセットした。
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【全体フロー図＆スケジュール】



（７）地域共生再エネ顕彰制度ホームページの制作



81地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰制度関連実施事業

・本事業の円滑な運営のため、概要や、開催概要、申請受付、顕彰された事業の紹介、問い合わせ先等
を記載したWEBサイトを制作
・申請受付ページについては、申請数の増加、申請コストの削減、申請者の作業軽減、申請書類の入力
コスト削減を念頭に置き、制作した
・サーバについては経済産業省のサーバを利用することから、経済産業省ウェブサイトガイドラインに準拠した
ホームページを制作した

【概要】

【サイトツリー】

トップ 公募の詳細

チラシ

市区町村向け
ページ

申請書類
一式

連携市区町村
一覧

顕彰規約

審査要綱

よくある質問
（申請者）

登録申請書

市区町村向け
ガイドライン

連携市区町村
一覧

よくある質問
（市区町村）

ダウンロード PDF通常階層ページ

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作
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【FAQの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

【地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰】　よくある質問　＜事業者向け＞

No. 項目 質問 回答

1 顕彰制度 「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰」とはどのような制度ですか。

「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰」事業では、地域との共生を図りつつ、地域における再生可能エ

ネルギーの導入に取り組む優良な事業に対して、「地域共生マーク」を付与し顕彰することで、地域と共生

した再生可能エネルギー事業の普及・促進を図ることを目的としています。

2 顕彰制度 顕彰された事業者にはどのようなメリットがありますか。

本事業で顕彰されますと、資源エネルギー庁のホームページや各種広告媒体に掲載され企業の取組事業の知

名度や信用力が高まり、地域住民の理解促進にも繋がります。

また地域共生マークを活用し、地域と共生する再生可能エネルギーの導入促進に取り組む優良な事業として

PRすることができます。​

3 公募 公募期間を教えてください。 公募期間は令和3年7月21日(水) ～ 8月16日(月)12時(必着)となっております。

4 公募 申請書類は何が必要ですか。
申請者概要・申請事業を記入する申請書、会社概要、決算書、証票登記簿謄本等を提出いただきます。詳細

は、公募要領P8「2.6申請時の提出書類」をご参照ください。

5 公募 申請書類の提出方法を教えてください。
申請書類は、電子ファイルにて、事務局のメールアドレスにご提出願います。郵送での提出は受け付けてお

りませんので、ご了承のほど、お願いいたします。

6 申請要件 どのような事業が対象となりますか。 公募要領P3に記載の「1.3申請要件【申請事業の要件】」をすべて満たしている事業が対象となります。

7 申請要件 個人または個人事業主でも申請することは可能ですか。

"個人事業主の場合、法人格を有する事業者であれば申請は可能です。

ただし、法人格を有さない事業者でも法人格を有する者と同じ要件を満たす場合、申請者の要件を満たすこ

とがあるため、法人格を有さない事業者が代表又は共同申請者として申請を検討する場合は、事務局まで相

談してください。"

8 申請要件 法人格を有しない団体でも申請することは可能ですか。

"原則として日本国内において法人格を有する者であることが要件となっております。

ただし、法人格を有さない事業者でも法人格を有する者と同じ要件を満たす場合、申請者の要件を満たすこ

とがあるため、法人格を有さない事業者が代表又は共同申請者として申請を検討する場合は、事務局まで相

談してください。"

9 申請要件 どのような事業者が申請できますか。 公募要領P2に記載の「1.3申請要件【申請者の要件】」をすべて満たしている事業者が対象となります。

10 申請要件 異なる事業であれば、同一事業者が複数回申請できますか。
公募期間中に事務局が受け付ける申請件数の上限を20件程度とし、公募期間終了前に申請が20件に到達した

場合、到達した日の24時まで申請を受け付けることとし、翌日から公募を停止いたします。

11 申請要件 これから実施する事業も評価されますか。 申請する事業が６ヶ月以上の実績を有していることが要件となります。

12 申請要件 最近始めた事業も申請の対象となりますか。 申請する事業が６ヶ月以上の実績を有していることが要件となります。

13 申請要件 再生可能エネルギーとは具体的にどのようなものですか。

"対象となる再生可能エネルギーは、太陽エネルギー（太陽光発電、太陽熱利用）、風力発電、水力発電、

地熱発電、バイオマスエネルギー（バイオマス発電、バイオマス熱利用）、雪氷熱利用、地中熱利用、温度

差熱利用その他再生可能エネルギー（海洋温度差発電、波力発電、潮汐・潮流発電など）となります。"

14 審査 どのように審査されるのでしょうか。

提出された申請書類に不備・不足がないかを事前審査を事務局が実施します。事前審査を終え、不備・不足

があれば、修正や不足資料の送付等を申請者に依頼します。申請書類に問題がない場合、または申請者から

の修正対応等の後、関連する市区町村に、事務局より評価コメントを依頼、回答受領後、審査委員会にて採

択の可否を審査します。

15 審査 審査のポイントを教えてください。

審査では、地域共生再エネの審査項目である「地域共生再エネ3要件」、「安全性」、「住民理解」、「事

業性、持続性」、「モデル性」、「新規性」の観点から総合的に評価します。

各審査項目につきましては、公募要領P.5を参照ください。

16 地域共生マーク 地域共生マークはいつ付与されますか。
採択後、顕彰の取扱いを定めた顕彰の規約に同意することにより顕彰を受け、顕彰後に地域共生マークが付

与されます。

17 地域共生マーク 地域共生マークを使用する際のルールはありますか。 「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰規約」のP7をご参照ください。

18 地域共生マーク 地域共生マークを自社のホームページに掲載することは可能でしょうか。

貴ホームページ等で地域共生マークを掲載することは可能です。ただし、顕彰事業について言及する場合に

限ります。地域共生マークの使用方法につきましては、「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰規約」の

P7「2.使用方法」をご参照ください。

19 問合せ窓口 問合せの窓口はどこですか。 お問い合わせは、事務局までメール（jim@saiene-kensyo.jp）にて、お気軽にご連絡ください。

＜申請者向け＞
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【FAQの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜市区町村向け＞
【地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰】＜市区町村向けＱ＆Ａ＞

No. 項目 質問 回答

1 連携市区町村登録 何のために連携市区町村登録を行うのですか。

ある事業が地域共生型の事業といえるか否かを判断するためには、地域の実情をしっかりと把握した

うえで、市区町村のご意見も参考としながら審査を行うことが重要です。したがって、本事業では、

審査委員会で顕彰採択の可否を審査するに際して、申請事業が実施されている市区町村に、評価コメ

ントの提出を依頼させていただきます。市区町村におかれては、評価コメントを通じて、地域の方針

に合致する優良な事業について顕彰を受ける後押しをしたり、逆に地域でトラブルを抱えており顕彰

を受けることが好ましくない事業について審査委員に情報を提供したりすることができます。このよ

うな顕彰の趣旨に御賛同頂いたことを表すために、「連携市区町村」としての御登録をお願いしてお

ります。

2 連携市区町村登録 連携市区町村の登録情報は公表されますか。

本サイトに掲載している「連携市区町村一覧」により登録年月、市区町村名を公表いたします。ま

た、担当部署名、担当部署連絡先、市区町村のＷＥＢサイト等のＵＲＬについては、ご希望に応じて

「連携市区町村一覧」に掲載するかどうかを選択できます。

3 連携市区町村登録 連携市区町村登録を行わないとどうなりますか。

申請事業が審査委員会の審査を受けるためには、申請事業が実施されている市区町村が連携市区町村

登録しており、かつ評価コメントが提出されることが条件となっています。したがって、連携市区町

村登録が行われていない場合には、貴市区町村域内で実施されている事業は、顕彰を受けることがで

きません。

4 連携市区町村登録 連携市区町村の登録はいつまでに行えば良いですか。

登録は随時受け付けておりますが、第１回公募に応募いただいた申請事業が審査委員会の審査を受け

るためには、令和３年９月６日までに、申請事業が実施されている市区町村が連携市区町村に登録し

ていることが必要です。

5 連携市区町村登録
連携市区町村登録をする前に、事業者が申請を提出したようで

す。どうなりますか。

申請があった際、申請事業が実施されている市区町村が連携市区町村として登録していない場合に

は、当該市区町村に対して、事務局から直接、登録のお願いをさせていただきます。これにより登録

して頂いた場合には、申請事業は審査委員会の審査を受けることができます。

6 連携市区町村登録
連携市区町村登録をしましたが、この後はどのような流れになり

ますか。

貴市区町村域内で実施されている事業の申請があった際、事務局からご連絡いたしますので、評価コ

メントの提出をお願いいたします。なお、連携市区町村登録をして頂いても、域内から顕彰の申請が

ない場合や、申請に不備があり評価コメントの依頼まで進まない場合は、評価コメント等の依頼はい

たしません

7 連携市区町村登録 連携市区町村の登録方法を教えてください。
本サイトより、「連携市区町村登録申請書」をダウンロードいただき、事務局（jim@saiene-

kensyo.jp）までメールにてご提出ください。郵送又はＦＡＸでのご提出は受け付けておりません。

8 連携市区町村登録 「連携市区町村登録申請書」に押印は必要ですか。
押印は不要です。なお、登録内容の確認のため、事務局から貴市区町村にご連絡する場合がありま

す。

9 評価コメント 評価コメントの提出手順を教えてください。

貴市区町村域内で実施されている事業の申請があった際、事務局から評価の依頼を行い、提出された

申請書類を送付いたします。申請書類の記載内容も参考に、評価コメント及び地域共生再エネ３要件

の配点比率をご記入いただき、事務局（jim@saiene-kensyo.jp）までメールにてご提出ください。

10 評価コメント 評価コメントの提出はいつまでに行えば良いですか。 御依頼から13週間以内を目安として、事務局から提出期限をお知らせする予定です。

11 評価コメント 評価は、どのような観点で行うのですか。

評価コメントは、市区町村において把握されている客観的事実を記入いただく部分と、全体を通して

主観的意見を記入いただく部分に分かれています。客観的事実を記入いただく部分には、市区町村に

おいて把握されている事実をご記入ください。主観的意見を記入いただく部分には、申請事業が顕彰

を受けるべきか否かについて、市区町村としてのご意見をご記入ください。詳細は、本サイトに掲載

している「市区町村向けガイドライン」の１０頁、及び「申請書類」の記入例もご参照ください。

【記入例】

客観的事実：〇〇地域で地域団体と協力し、〇〇という取り組みを実施している。

主観的意見：自治体の方針と一致する事業であるため、顕彰してほしい。

12 評価コメント
評価を行うために、申請事業について調査等を行わなければいけ

ませんか。

評価コメントは市区町村において把握されている情報に基づいて記入して頂くこととしており、必ず

しも調査等を行っていただく必要はありません。もっとも、適正な審査を行う観点から、できる限り

地域の実情を把握していただき、評価コメントとして詳細に記入頂きますようお願いいたします。

13 評価コメント 評価できない項目がある場合、どうしたら良いですか。

当該項目について評価できない理由を記入してください。​

【記入例】

・本項目について情報を把握していないため評価できない。

14 評価コメント 評価コメントは、審査においてどのように反映されますか。

評価コメントは各審査委員に提供され、書類審査において評価コメントを踏まえた採点が行われま

す。また、最終的な採択可否を決定する審査委員会においても、評価コメントをもとに採択の決定に

関して特段考慮すべき事情がないか確認いたします。

15 評価コメント 評価コメントの内容は公開されますか。 評価コメントの内容は公開されません。また、申請者に対しても通知されません。

16 配点比率の指定
申請ごとに地域共生再エネ３要件の配点比率を指定するのはなぜ

ですか。

市区町村によって、必要とされる地域共生のあり方が異なることから、申請ごとに地域共生再エネ３

要件の配点比率を指定していただき、どの要件が重視されるべきか、地域のニーズを反映することと

しています。

17 配点比率の指定
地域共生再エネ３要件の配点比率は、どうやって決めたら良いの

ですか。

再エネに対する地域のニーズを把握・検討して頂き、どの要件を重視するかを反映して配点比率を決

定してください。なお、３要件を全て重視する場合は、「均等」としてください。地域ニーズの把握

方法については、「市区町村向けガイドライン」の１１頁もご参照ください。

18 配点比率の指定
地域共生再エネ３要件の配点比率は、審査においてどのように反

映されますか。

最終的な採択可否を決定する審査委員会において、各審査委員の採点に対して配点比率による補正を

行い、補正後の点数を参考として、採択可否の協議を行います。

19 審査結果 審査の結果を知ることはできますか。
審査委員会による審査の結果は、評価コメントを提出いただいた連携市区町村にも通知いたします。

なお、審査に至らずに不受理となった申請についても、申請内容をお知らせします。

20 顕彰後の取り扱い 顕彰が決まった後は、どのような対応が必要ですか。

数年に１回程度の頻度で、顕彰された事業のフォローアップを行う予定です。その際、再度の評価コ

メントをお願いする場合があります。また、その他必要に応じて、事務局から顕彰事業に関するお問

い合わせをさせて頂く場合があります。

21 顕彰後の取り扱い
顕彰を受けた事業について、新しい情報を入手しました。どうし

たらよいですか。

「新たな地域共生の取組みが開始された」、「地域共生の取組み内容に変更があった」、「住民との

新たなトラブルや事故が発生した」等、地域共生の評価に影響すると思われる情報を入手された場合

は、事務局までメール（jim@saiene-kensyo.jp）にて情報提供をお願いいたします。

22 問合せ窓口 連携市区町村登録、評価に関する問合せ窓口はどこですか。 お問い合わせは、事務局までメール（jim@saiene-kensyo.jp）にて、お気軽にご連絡ください。
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜トップ＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜公募の詳細＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜市区町村向けページ＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜よくある質問（申請者）＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜よくある質問（申請者）＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜よくある質問（申請者）＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜よくある質問（申請者）＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜よくある質問（市区町村）＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜よくある質問（市区町村）＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜よくある質問（市区町村）＞
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【WEBサイトの内容】

（７）地域共生再エネ顕彰制度
ホームページの制作

＜よくある質問（市区町村）＞



（８）ロゴマークの運用



96地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰制度関連実施事業

（８）ロゴマークの運用

・本事業用に資源エネルギー庁にて制作したロゴマークについて、商標権等の知的財産権調査等を適切に
行い、使用可能性を調査した
・また、商標出願等の不正利用を防止する対策を講じるための支援をおこない、ロゴマークの利用規約を作
成した
・顕彰対象となった事業に対して、利用規約への同意を得た上で、ロゴマークの電子データ等を申請者に提
供した

【概要】

・以下3種類の図形について、商標調査を行った
・調査区分に関しては、本ロゴマークの使用用途や属性から、特許庁指定の1類から45類までの区分全体
の中で、第39類、第41類においては詳細調査を行った
・その他の区分については簡易調査を行った

【調査対象ロゴ】

・「地域と共に再エネルギー」と「地域と共に再エネ」という文字について商標調査を行った
・上記同様調査区分に関しては、本ロゴマークの使用用途や属性から、第39類、第41類においては詳細
調査を行った

【調査対象文字】
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（８）ロゴマークの運用

【顕彰規約】
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（８）ロゴマークの運用

【顕彰規約】
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（８）ロゴマークの運用

【顕彰規約】



（９）顕彰制度の普及・広報



101地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰制度関連実施事業

（９）顕彰制度の普及・広報

・本事業の広報として、チラシの制作、ENEX2022への出展、事例集の作成を行った
・チラシは制度の普及広報を目的として制作し、WEBサイトにも掲載した
・ENEXは事後広報を目的として出展し、ブースの企画運営を行った
・事例集は顕彰された事業を掲載することで制度の横展開していくことを目的に制作した

【概要】

＜チラシの制作＞

【広報の内容】

裏

■第1回公募 表

■第2回公募 表

裏
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（９）顕彰制度の普及・広報

＜ENEXへの出展＞

【広報の内容】

経済産業省資源エネルギー庁ブース

「ENEX2022 第46回地球環境とエネルギーの調和」

■会期：2022年1月26日（水）～28日（金）
■開催規模：出展小間数/229社・団体
■後援：経済産業省、文部科学省、国土交通省、環境省、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、

川崎市、さいたま市、千葉市、国立研究開発法人新エネルギー･産業技術総合開発機構、
独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構、
一般財団法人新エネルギー財団、東京商工会議所、株式会社TBSテレビ、
株式会社フジテレビジョン、株式会社日刊工業新聞社、毎日新聞東京本社事業本部、
株式会社日本経済新聞社（順不同）

東4ホール

■会場：東京ビッグサイト東4ホール＆会議棟
〒135-0063東京都江東区有明3-11-1

経済産業省 資源エネルギー庁
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（９）顕彰制度の普及・広報_ 展示会出展２

■経済産業省資源エネルギー庁 ブース図面
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■経済産業省資源エネルギー庁ブース パネル類

（９）顕彰制度の普及・広報
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■経済産業省資源エネルギー庁ブース 配布パンフレット類

（９）顕彰制度の普及・広報

※以下については資源エネルギー庁の持参物
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（９）顕彰制度の普及・広報_ 展示会出展２

■経済産業省資源エネルギー庁ブース写真 外観
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（９）顕彰制度の普及・広報_ 展示会出展２

■経済産業省資源エネルギー庁ブース写真 開場～受付～接客（初日の様子）
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（９）顕彰制度の普及・広報

＜事例集＞

【広報の内容】

概要

目次 事業者 風の松原自然エネルギー株式会社

表紙
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（９）顕彰制度の普及・広報

＜事例集＞

【広報の内容】

事業者 福島県双葉群楢葉町 事業者 株式会社宮古島未来エネルギー

事業者 久慈バイオマスエネルギー株式会社 事業者 TJグループホールディングス株式会社
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（９）顕彰制度の普及・広報

＜事例集＞

【広報の内容】

裏表紙事業者 株式会社モリショウ



（１０）令和４年度以降の改善点に関する検討
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（１０）令和４年度以降の改善点に関する検討

・委員や事業者、市区町村等から次年度の対するご意見をいただいた
・改善に向けて次年度以降の検討事項を整理した

【概要】


